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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第80期

中間連結会計期間
第81期

中間連結会計期間
第80期

会計期間
自 2024年10月１日
至 2025年３月31日

自 2025年10月１日
至 2026年３月31日

自 2024年10月１日
至 2025年９月30日

売上高 (千円) 6,816,330 1,603,734 9,422,342

経常利益又は経常損失(△) (千円) △205,078 62,962 △8,331

親会社株主に帰属する中間（当
期）純損失(△)

(千円) △216,151 △23,635 △239,599

中間包括利益又は包括利益 (千円) △216,151 △23,635 △239,599

純資産 (千円) 6,390,851 6,667,915 6,376,921

総資産 (千円) 9,516,081 9,770,377 9,237,238

１株当たり中間純損失(△) (円) △1.27 △0.14 △1.41

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 67.1 67.3 69.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,973,199 △285,752 2,462,605

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △750,049 △292,155 △1,025,873

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,469,250 573,998 △2,649,015

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 1,430,132 1,460,040 1,463,949
 

(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間（当

期）純損失であるため、記載しておりません。

(注)２.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

 
２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主

要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませ

ん。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。

(１)経営成績の分析

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、引き続き緩やかな回復基

調で推移いたしました。

一方で、物価上昇の長期化や円安基調の継続に加え、米国・中東情勢をはじめとする国際情勢の緊張の高ま

り、ならびに米国および中国などの大国とわが国との関係性の変化を背景として、エネルギー価格や金融市場

の変動リスクが意識されるなど、先行きに対する不透明感は依然として高い状況が続いております。

他方、当社の主業である不動産分野においては、需給の基盤が強固であり、住宅地・商業地・工業地いずれ

の用途においても上昇基調が続き、総じて底堅い動きとなりました。

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高16億３百万円（前中間連結会計期間売上高68億16百万

円）、営業利益94百万円（前中間連結会計期間営業利益16百万円）、経常利益62百万円（前中間連結会計期間

は経常損失２億５百万円）、親会社株主に帰属する中間純損失23百万円（前中間連結会計期間は親会社株主に

帰属する中間純損失２億16百万円）となりました。

 
セグメントの業績は次のとおりであります。なお、以下の売上高にはセグメント間の内部売上高を含んでお

りません。

 
①リアルエステート事業

当事業におきましては、期中売却を予定している都内大型案件の販売準備を進める一方、当中間連結会

計期間においては中小型物件の売却および仲介手数料収益が中心となったことから、売上高は前年同期比

で減少いたしました。

しかしながら、売上総利益面では、利益率の高い仲介手数料収益の増加に加え、インバウンド需要の回

復を背景としたホテル事業の収益が寄与したことから、セグメント利益は前年同期並みの水準を確保いた

しました。

この結果、当中間連結会計期間における業績は、売上高13億84百万円（前年同期比79.2％減少）、営業

利益３億10百万円（前年同期比4.3％減少）となりました。

 
 ②ヘルスケア事業

当事業におきましては、既存の5-ALA製品に加え、新たな顧客層へのアプローチを目的として、男性

用、子ども用およびペット用の３種類のサプリメントを開発いたしました。このうち、男性用およびペッ

ト用のサプリメントについては、当中間連結会計期間より販売を開始しております。残る１製品について

も、近日中に販売を開始する予定であります。

現在は、新商品展開に向けた販売促進体制の構築等の先行投資段階にあることから、当中間連結会計期

間の業績は、売上高62百万円（前年同期比12.9％減少）、営業損失10百万円（前年同期は営業損失６百万

円）となりました。

 
 ③クリーンエネルギー事業

当事業におきましては、従来の系統用蓄電池用地販売による収益に加え、2025年８月より運転を開始し

た「群馬太田蓄電所（fantasista gunma PSS）」において、電力需給調整市場への本格参入を果たしたこ

とにより、電力販売収益を安定的に計上いたしました。

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高１億56百万円（前年同期比89.8％増加）、営業利益87

百万円（前年同期比220.8％増加）となりました。
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(２)財政状態の分析

　① 資産

当中間連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べて５億33百万円増加し、97億70百万円となりまし

た。

流動資産は５億４百万円増加し80億15百万円、固定資産は28百万円増加し17億54百万円となりました。流

動資産増加の主な要因は、売掛金の増加１億16百万円、販売用不動産の増加３億38百万円などです。

固定資産増加の主な要因は、有形固定資産の増加２億30百万円、無形固定資産の減少１憶64百万円であ

り、その主な内訳は建設仮勘定の増加１億31百万円、土地の増加72百万円、のれんの減少１億63百万円であ

ります。

　② 負債

当中間連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億42百万円増加し、31億２百万円となり

ました。

流動負債は２億68百万円増加し23億33百万円、固定負債は26百万円減少し７億68百万円となりました。流

動負債増加の主な要因は、１年以内償還予定の長期借入金の増加３億37百万円などです。

固定負債の減少の主な要因は、長期借入金の減少29百万円などです。

　③ 純資産

当中間連結会計期間の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて２億90百万円増加し、66億67百万円とな

りました。純資産増加の主な要因は、新株予約権の行使により資本金１億11百万円および資本剰余金１億11

百万円の増加、資本剰余金の増加と新株予約権の発行などによる新株予約権の増加92百万円などによるもの

です。

 
(３)キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

３百万円減少し、14億60百万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により減少した資金は２億85百万円（前中間連結会計期間は19億73百万円の増加）となりまし

た。主な要因は、棚卸資産の増加３億48百万円などによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により減少した資金は２億92百万円（前中間連結会計期間は７億50百万円の減少）となりまし

た。主な要因は、有形固定資産の取得による支出２億73百万円などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により増加した資金は５億73百万円（前中間連結会計期間は24億69百万円の減少）となりまし

た。主な要因は短期借入金による収入３億77百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入２億20

百万円などによるものです。

 

(４)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状

況の分析」中の重要な会計上の見積りに用いた仮定の記載に重要な変更はありません。

 
(５)事業上及び財務上の優先的に対処すべき課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。

 

(６)研究開発活動

該当事項はありません。

 

(７)受注及び販売の実績

当社グループのリアルエステート事業について、当中間連結会計期間における販売は、前連結会計期間末

に積み上げた在庫（販売用不動産）の消化により増加しております。
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３ 【重要な契約等】

当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 645,771,404

計 645,771,404
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2026年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(2026年５月15日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 174,042,851 193,308,851
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は
100株であります。

計 174,042,851 193,308,851 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第10回新株予約権

決議年月日 2025年12月23日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社役員　　　　　２
当社従業員　　　　５
当社子会社役員　　１
当社子会社従業員　11

新株予約権の数（個）※ 84,400　（注）１・２・３

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
（株）※

普通株式　8,440,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 66　（注）４

新株予約権の行使期間※ 2027年１月16日～2029年12月31日　（注）５

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　65円　（注）４
資本組入額　33円

新株予約権の行使の条件※

当社が開示した2026年９月期における有価証券報告書に
記載された当社連結損益計算書（連結財務諸表を作成し
ない場合は、損益計算書）において、連結営業利益が５
億円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与さ
れた新株予約権のうち100％（端数切捨て）を行使するこ
とができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参
照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合
には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを
取締役会にて合理的に定めるものとする。（注）６ 

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限
る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を
行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第
１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再
編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基
づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件
に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸
収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計
画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場
合に限るものとする。 （注）７

 

※新株予約権の発行時（2026年１月16日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）は、100株でありま
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す。

２．本新株予約権は以下のとおりであります。

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整

は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についての

み行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数　×　分割（または併合）の比率

また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株

式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。

３．本新株予約権1個当たりの発行価額

65円

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される

財産の本新株予約権１個当たりの価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる株式１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に、上記（１・２）に定める付与株式数を

乗じた金額とします。

行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日（2025年12月22日）で

の東京証券取引所における当社株価の終値である66円とします。

ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、以下の算式により行使価額を調

整し、調整による１円未満の端数を切り上げます。

　　　　　　　　調整後行使価額＝調整前行使価額　×
1

分割（または併合）の比率
 

また、当社が合併等を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合、株式の無償割当を行う場合、その他本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合、当社は

合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとします。

５．新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2027年１月16日か

ら2029年12月31日までとします。

ただし、2029年12月31日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日までの期間とします。

６．新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は行使期間において、以下の条件を達成した場合に限り、本新株予約権を行使すること

ができます。

当社が開示した2026年９月期における有価証券報告書に記載された、当社連結損益計算書（連結財

務諸表を作成しない場合は、損益計算書）において、連結営業利益が５億円を超過している場合にの

み、新株予約権者が付与された本新株予約権のうち100％（端数切捨て）を行使することができま

す。

なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合

には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとします。

②新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連子会社の取締役、

監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。

　　ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会（取締役会が存在しない

場合は株主総会）の決議があった場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできません。

７．新株予約権の取得に関する事項

①当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割

契約、もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式

交換契約、又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき（株主総会
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による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき）は、当社は、当社取締役会が別途定

める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができます。

②本新株予約権者が、上記（6）の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったと

きは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得するこ

とができます。

③本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役

会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を１個当たり無償で取得することができます。

④当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会

で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で

取得することができます。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

第９回新株予約権(2025年11月25日発行）

決議年月日 2025年10月30日

新株予約権の数※ 1,700,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数※ ―

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ 普通株式　170,000,000株

新株予約権の行使時の払込金額※ 　55円　（注）３

新株予約権の行使期間※ 2025年11月25日～2027年11月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額※

　　　　　発行価格　　１株当たり54円

　　　　　資本組入額　１株当たり27円

新株予約権の行使の条件※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を
要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）６・７
 

※新株予約権の発行時（2025年11月25日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数（以下「割当株式数」という。）は、100株であります。

２．本新株予約権は以下のとおりであります。

（1）本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式170,000,000株とする。(本新株予約権

１個あたりの目的である株式の数で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても

変化しない。）なお、本欄（2）により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は

増加又は減少する。

（2）割当株式数の上限

　170,000,000株(本半期報告書提出日現在の当社発行済普通株式総数に対する割合は、99.97％(小数第

３位の端数を四捨五入した値))。但し、注５．に記載のとおり、調整される場合がある。

（3）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

　9,350,000,000円

（4）当社の請求による本新株予約権の取得

　本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条

項が設けられている。

３．（1）当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じ

る場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）を

もって行使価額を調整する。

 
既発行普通株式数＋

交付株式数×１株当たりの払込金額

　　調整後行使価額＝調整前行使価額　× 1株当たりの時価

 既発行普通株式数＋交付株式数
 

（2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定

めるところによる。
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①下記（4）②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（無償割当

てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取

得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によっ

て当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合

を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場

合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための

基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②普通株式について株式の分割をする場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式

又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で

行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合

は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤上記①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、か

つ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件として

いるときには上記①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを

適用する。

この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本

新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

 
（調整前行使価額―調整後行使価額）×

調整前行使価額により当該期間内に交付さ
れた株式数　　株式数＝

 調整後行使価額
 

（3）行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場

合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額

を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し

引いた額を使用する。

（4）①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨て

るものとする。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日（終値のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株

式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を切り捨てるものとする。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日

における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数

とする。

（5）上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額

の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要と

するとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあ

EDINET提出書類

株式会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ(E00263)

半期報告書

 9/32



たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

（6）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者

に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日

その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以

降速やかにこれを行う。

４．（1）本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式170,000,000株とする（割当株式数

100株とする）。但し、下記(2)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である

株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

（2）当社が（注）３．の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整

される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についての

み行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価

額及び調整後行使価額は、（注）３．に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

　　調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

５．権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

６．当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

７．当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分

割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株

式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前におい

て残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新

設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）

は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

（1）新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整す

る。

調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

（2）新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

再編当事会社の同種の株式

（3）新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

（4）新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

（5）新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おける増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行

為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

組織再編行為に際して決定する。

（6）新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要す

る。

８．割当先の状況（2025年11月25日　有償割当）

氏名又は名称 住所 事業内容等 割当個数

COSMO PRIME PTE.,LTD.
10 ANSON ROAD, #09-01,
INTERNATIONAL PLAZA,
SINGAPORE 079903

経営コンサルティングサービス
その他のITおよびコンピュータサー
ビス

1,100,000個

Maximus合同会社
大阪市中央区高麗橋一丁目７番
７号-2511

企業戦略の立案、企業革新、企業情
報システムの構築及びM&A支援事業
等

500,000個

布山　高士 東京都品川区 会社役員 100,000個

合計 1,700,000個
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（注）布山高士は当社連結子会社であるNC MAX WORLD株式会社の代表取締役を兼務しております。

 
９．譲渡承認の状況

当社は以下のとおり、取締役会決議に基づき、Maximus合同会社が保有する本新株予約権の一部について

第三者への譲渡を承認しております。

譲渡承認日 譲渡人 譲受人 譲渡個数

2026年２月16日 Maximus合同会社 株式会社エイワ産業 20,000個 （2,000,000株）

2026年４月15日 Maximus合同会社
ABCキャピタル投資事業有限責
任組合

200,000個（20,000,000株）

2026年４月15日 Maximus合同会社
Green Partners有限責任事業
組合

200,000個（20,000,000株）
 

 
10．資金使途の変更について

2025年12月18日開催の取締役会において、2025年10月30日付、「第三者割当による第９回新株予約権の発

行に関するお知らせ」にて公表しておりました「第９回新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使

途」につきまして、以下のとおり一部変更しております。

 

(1）変更理由

当社は、2025年10月30日付、「第三者割当による第９回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて発表の

とおり、当社グループの持続的成長に向けた経営課題として、①事業ポートフォリオの強化、②人材の確保

と育成、③事業規模の拡大を掲げました。特に、①事業ポートフォリオの強化、及び③事業規模の拡大のさ

らなる推進を図るべく、既存主力事業であるリアルエステート事業に対し、蓄電所開発事業やホテル事業と

いった、第２、第３の収益の柱となる事業候補を選別し、当社グループの将来にわたっての安定的な収益源

としてさらに大きく育てることを目的として、本新株予約権による資金調達を実施することを公表いたしま

した。加えて、当社は現在のビットコインをはじめとする暗号資産が米ドルや金（ゴールド）と並ぶ世界の

基軸資産とする世界の潮流は不可逆的であり、中長期的にその存在感はさらに高まり、対日本円での価値上

昇余地が十分にあると考え、財務資産（資産ポートフォリオの一部、インフレヘッジ・資産保全等）の一部

として本新株予約権の行使資金の一部を当該暗号資産の保有に充当することを公表いたしました。暗号資産

の取得に際し、リスクとして （１）価格変動リスク（２）法規制リスク（３）セキュリティリスク（４）会

計・税務リスク（５）投資家・ステークホルダーとの関係悪化リスクを想定しており、リスク管理方法とし

て（１）リスク許容度に応じた保有戦略（２）内部統制・ガバナンス体制の整備および強化（３）監査法

人・税理士・暗号資産の専門家アドバイザーとの事前協議、合意形成（４）情報開示体制の強化（５）法令

順守と登録業者との取引を掲げております。これに対し、本新株予約権の発行決議を行った2025年10月30日

以降の購入予定暗号資産の価格変動が想定を超えて大きく、将来の購入を見据えた財務リスク低減のため、

調達予定の財務資産のポートフォリオの見直しを、暗号資産や金（ゴールド）についての見識、知見の詳し

い外部の専門家や有識者との協議を含め、慎重に検討いたしました。これにより、金地金やプラチナといっ

た、貴金属商品の価格は比較的安定しており、また、仮想通貨と同様に、ブロックチェーン技術を用いた新

規事業領域への展開も検討可能であることから、本新株予約権の行使により調達する資金のうち、暗号資産

の取得資金4,215百万円の一部を金（ゴールド）の取得資金とすることとしました。今回の資金使途の変更

は、リスク低減を目的としたポートフォリオの追加によるものであります。暗号資産の取得資金の一部を、

価格変動が相対的に小さい金（ゴールド）へ振り分けることが、株主価値保全の観点から妥当であると判断

いたしました。これにより、「暗号資産＋金（ゴールド）」の組み合わせによる分散投資として慎重に運用

を開始することといたしました。本資金使途の変更により、中長期的な価格変動リスクの低減を通じた財務

体質の安定性の強化を図るとともに、短期的な事業資金ニーズにも対応可能な流動性の向上が見込まれま

す。これにより、当社グループにおける事業拡大および収益機会の改善を促進し、結果として当社の中長期

的な企業価値の向上に寄与するものと考えております。なお、当社の暗号資産の運用方針、運用益３％の確

保およびROEを３倍とする経営目標については、従来から変更はありません。今後の資産運用においては、安

定性の高い金（ゴールド）を選択肢の一つとして加えることで、これら経営目標の達成確度を一層高めてま

いります。

 
(2）資金使途変更の概要

＜訂正前＞ 2025年12月18日時点
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具体的な使途 金額　（百万円） 支出予定時期

① 当社及び子会社における事業資金
　（蓄電池事業への追加投資）

3,000 2025年11月～2027年11月

② 当社及び子会社における事業資金
　（ホテル事業への追加投資）

1,500 2025年11月～2027年11月

③ 当社における暗号資産の取得資金 4,215 2025年11月～2027年11月

④ 当社及び子会社における運転資金 500 2025年11月～2027年11月

計 9,215  
 

 

<訂正後>

具体的な使途 金額　（百万円） 支出予定時期

① 当社及び子会社における事業資金
　（蓄電池事業への追加投資）

3,000 2025年11月～2027年11月

② 当社及び子会社における事業資金
　（ホテル事業への追加投資）

1,500 2025年11月～2027年11月

③ 当社における金（ゴールド）及び暗号資産の
　 取得資金

4,215 2025年11月～2027年11月

④ 当社及び子会社における運転資金 500 2025年11月～2027年11月

計 9,215  
 

（注１）2025年11月25日に新株予約権発行分合計91,800,000円の払込みは既に受けておりますが、資金使途に対

しては未充当の状況です。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　2025年10月１
日～　　
　2026年３月31日
 （注）１

4,000,000 174,042,851 111,080 6,744,684 111,080 6,784,250

 

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．2025年４月１日から４月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が

19,266,000株、資本金が535,016千円、資本準備金が535,016千円増加しております。

(5) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(百株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

アクセスアジア株式会社 東京都品川区上大崎１丁目３－１１ 340,594 19.57

渡辺　正博 千葉県鴨川市 37,087 2.13

江川　源 東京都品川区 32,473 1.86

浅野　利広 山形県山形市 32,111 1.84

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６－２１ 28,938 1.66

黄　俊利 東京都中央区 27,259 1.56

張　明 東京都荒川区 27,000 1.55

河田　敏秀 東京都文京区 25,640 1.47

中原証券株式会社 東京都中央区日本橋室町４丁目４－１ 22,500 1.29

江川　麗子 東京都品川区 22,265 1.27

計 ― 595,867 34.20
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(6) 【議決権の状況】

 
① 【発行済株式】

   2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

― ―
200

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,740,304 ―
174,030,400

単元未満株式
普通株式

― ―
12,251

発行済株式総数 174,042,851 ― ―

総株主の議決権 ― 1,740,304 ―
 

(注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株含まれておりま

す。また「単元未満株式」欄の普通株式には自社保有の自己株式83株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2026年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ｆａｎｔａｓｉ
ｓｔａ

東京都港区赤坂
五丁目３番１号

200 ― 200 0.00

計 ― 200 ― 200 0.00
 

 

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年10月1日から2026年３月31日

まで）に係る中間連結財務諸表について、監査法人アリアによる期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年９月30日)

当中間連結会計期間
(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,784,495 1,781,696

  売掛金 25,096 141,320

  商品 623,563 623,488

  原材料及び貯蔵品 1,190 1,090

  販売用不動産 4,411,836 4,750,579

  前渡金 18,458 78,575

  未収入金 4,563 23,526

  その他 644,332 617,693

  貸倒引当金 △2,011 △2,044

  流動資産合計 7,511,524 8,015,925

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 163,213 221,929

   機械装置及び運搬具（純額） 593,279 558,230

   工具、器具及び備品（純額） 7,694 7,756

   土地 244,653 317,153

   リース資産（純額） 1,495 3,991

   建設仮勘定 57,758 189,583

   有形固定資産合計 1,068,095 1,298,644

  無形固定資産   

   のれん 327,851 163,925

   その他 4,978 4,419

   無形固定資産合計 332,829 168,345

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 152,043 152,043

   その他 172,844 135,518

   貸倒引当金 △100 △100

   投資その他の資産合計 324,788 287,462

  固定資産合計 1,725,713 1,754,452

 資産合計 9,237,238 9,770,377
 

 

EDINET提出書類

株式会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ(E00263)

半期報告書

16/32



 

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年９月30日)

当中間連結会計期間
(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 569 －

  短期借入金 51,000 －

  1年内返済予定の長期借入金 1,718,445 2,056,411

  未払法人税等 89,465 89,785

  未払消費税等 65,073 23,804

  賞与引当金 9,007 4,427

  株主優待引当金 16,229 16,229

  その他 115,129 143,231

  流動負債合計 2,064,918 2,333,889

 固定負債   

  長期借入金 728,895 698,925

  役員退職慰労引当金 29,625 33,575

  退職給付に係る負債 830 1,227

  リース債務 5,819 7,882

  資産除去債務 30,183 26,917

  その他 45 45

  固定負債合計 795,397 768,572

 負債合計 2,860,316 3,102,462

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 6,633,604 6,744,684

  資本剰余金 4,652,655 4,763,735

  利益剰余金 △4,911,951 △4,935,586

  自己株式 △43 △43

  株主資本合計 6,374,264 6,572,789

 新株予約権 2,656 95,126

 純資産合計 6,376,921 6,667,915

負債純資産合計 9,237,238 9,770,377
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
　至 2026年３月31日)

売上高 6,816,330 1,603,734

売上原価 6,112,446 792,718

売上総利益 703,883 811,016

販売費及び一般管理費 ※  687,436 ※  716,073

営業利益 16,447 94,943

営業外収益   

 受取利息 1,721 6,525

 賃料収入 3,700 2,940

 その他 398 624

 営業外収益合計 5,821 10,090

営業外費用   

 支払利息 227,343 42,069

 その他 3 1

 営業外費用合計 227,346 42,071

経常利益又は経常損失（△） △205,078 62,962

特別利益   

 固定資産売却益 1,025 －

 新株予約権戻入益 2,318 2,656

 特別利益合計 3,343 2,656

特別損失   

 固定資産除売却損 － 0

 特別損失合計 － 0

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損
失（△）

△201,734 65,619

法人税等 14,416 89,254

中間純損失（△） △216,151 △23,635

親会社株主に帰属する中間純損失（△） △216,151 △23,635
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【中間連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
　至 2026年３月31日)

中間純損失（△） △216,151 △23,635

中間包括利益 △216,151 △23,635

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 △216,151 △23,635

 非支配株主に係る中間包括利益 － －
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間
純損失（△）

△201,734 65,619

 減価償却費 10,800 41,338

 のれん償却費 163,425 163,925

 新株予約権戻入益 △2,318 △2,656

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,929 33

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,950 3,950

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 158 397

 その他の引当金の増減額（△は減少） △18,996 △4,580

 受取利息及び受取配当金 △1,721 △6,525

 支払利息 227,343 42,069

 売上債権の増減額（△は増加） 450,098 △116,224

 棚卸資産の増減額（△は増加） 3,386,041 △348,668

 未収入金の増減額（△は増加） 3,659 32,484

 前渡金の増減額（△は増加） △10,969 △60,116

 未収消費税等の増減額（△は増加） 157,318 64,017

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,597,637 △569

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △183,761 △21,501

 未払消費税等の増減額（△は減少） 46,367 △41,268

 前受金の増減額（△は減少） 3,000 489

 その他 12,922 34,260

 小計 2,436,014 △153,526

 利息及び配当金の受取額 7,378 1,538

 利息の支払額 △227,343 △45,384

 法人税等の支払額 △243,478 △88,934

 法人税等の還付額 628 553

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,973,199 △285,752

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △139,188 △273,185

 無形固定資産の取得による支出 △80,000 －

 定期預金の預入による支出 △31,351 △1,110

 敷金及び保証金の差入による支出 △100 △8,437

 敷金及び保証金の回収による収入 671 296

 貸付けによる支出 △500,000 －

 その他 △80 △9,717

 投資活動によるキャッシュ・フロー △750,049 △292,155
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           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
　至 2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 435,000 377,000

 短期借入金の返済による支出 △3,377,707 △147,004

 長期借入れによる収入 974,000 94,000

 長期借入金の返済による支出 △202,916 △67,000

 社債の償還による支出 △300,000 －

 新株予約権の発行による収入 2,656 97,286

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 220,000

 その他 △283 △283

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,469,250 573,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,246,100 △3,909

現金及び現金同等物の期首残高 2,676,233 1,463,949

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  1,430,132 ※  1,460,040
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【注記事項】

(中間連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
（自　2024年10月１日
　　至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　2025年10月１日
　　至　2026年３月31日）

給与手当 87,228 千円 91,951 千円

退職給付費用 158  397  
役員退職慰労引当金繰入額 3,950  3,950  
支払手数料 59,757  55,034  
のれん償却費 163,425  163,925  
貸倒引当金繰入額 △11,917  33  
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

 
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)

現金及び預金勘定 1,751,247 千円 1,781,696 千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 321,115  321,656  

現金及び現金同等物 1,430,132  1,460,040  
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年10月１日　至　2025年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 報告セグメント

調整額
 (千円)

(注)１

中間連結財務
諸表計上額
（千円）
(注)２

 

リアル
エステート
事業
(千円)

ヘルスケア
事業
（千円）

クリーン
エネルギー
事業
（千円）

合計
（千円）

売上高       

外部顧客への売上高 6,661,520 72,202 82,400 6,816,122 207 6,816,330

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 46,513 － 46,513 △46,513 －

　　　　　計 6,661,520 118,716 82,400 6,862,636 △46,306 6,816,330

セグメント利益又
は損失（△）

323,933 △6,222 27,414 345,125 △328,678 16,447
 

(注) １.　セグメント利益又は損失（△）の調整額欄は、各報告セグメントに帰属しない事業及び全社費用△281,329

千円並びにセグメント間取引額等であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管

理費であります。

　　 ２.　セグメント利益又は損失は中間連結損益計算の営業利益と調整を行っております。

 
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年10月１日　至　2026年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 報告セグメント

調整額
(千円)

(注)１

中間連結財務
諸表計上額
（千円）
(注)２

 

リアル
エステート
事業
(千円)

ヘルスケア
事業
（千円）

クリーン
エネルギー
事業
（千円）

合計
（千円）

売上高       

外部顧客への売上高 1,384,449 62,918 156,366 1,603,734 － 1,603,734

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,109 988 － 3,097 △3,097 －

　　　　　計 1,386,558 63,907 156,366 1,606,832 △3,097 1,603,734

セグメント利益又
は損失（△）

310,053 △10,537 87,937 387,454 △292,510 94,943
 

(注) １.　セグメント利益又は損失（△）の調整額欄は、各報告セグメントに帰属しない事業及び全社費用△322,900

千円並びにセグメント間取引額等であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管

理費であります。

　　 ２.　セグメント利益又は損失は中間連結損益計算の営業利益と調整を行っております。

 

EDINET提出書類

株式会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ(E00263)

半期報告書

24/32



 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　前中間連結会計期間（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）

  

報告セグメント
調整額・そ
の他
（千円）

合計
（千円）

リアルエステート

事業

（千円）

ヘルスケア事業

（千円）

クリーンエネルギー

事業

（千円）

 一時点で移転される財 6,647,501 72,202 82,400 － 6,802,104

 
一定の期間にわたり移転さ
れる財

－ － － － －

 
顧客との契約から生じる収
益

6,647,501 72,202 82,400 － 6,802,104

 その他の収益 14,018 － － － 14,018

 外部顧客への売上高 6,661,520 72,202 82,400 － 6,816,122
 

 
　当中間連結会計期間（自　2025年10月１日　至　2026年３月31日）

  

報告セグメント
調整額・そ
の他
（千円）

合計
（千円）

リアルエステート

事業

（千円）

ヘルスケア事業

（千円）

クリーンエネルギー

事業

（千円）

 一時点で移転される財 1,383,248 62,918 156,366 － 1,602,533

 
一定の期間にわたり移転さ
れる財

209 － － － 209

 
顧客との契約から生じる収
益

1,383,457 62,918 156,366 － 1,602,743

 その他の収益 991 － － － 991

 外部顧客への売上高 1,384,449 62,918 156,366 － 1,603,734
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純損益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は以下

のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
　至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
　至 2026年３月31日)

(1)１株当たり中間純損益金額（△は損失） △1円27銭 △０円14銭

    (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する中間純損益金額
（△は損失）　　                    （千円）

△216,151 △23,635

普通株主に帰属しない金額             (千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間　　　   
純損益金額（△は損失）         （千円）

△216,151 △23,635

普通株式の期中平均株式数        　　 (千株) 170,042 170,548

(2)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 － －

　　（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益調整額 （千円） － －

普通株式増加数　　　　　　　　　　　 （千株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、
前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

（提出会社）

 
第８回新株予約権

新株予約権　49,200 個

(普通株式　4,920,000株)
 
 

（提出会社）

 
第９回新株予約権

新株予約権　1,660,000個

(普通株式　166,000,000株)
第10回新株予約権

新株予約権　84,400個

(普通株式　8,440,000株)
 
 

 

(注)前中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの１株当た

り中間純損失であるため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

当社は、2026年４月22日開催の取締役会において、株式会社アモティ（以下「アモティ社」という。）の株式を取

得し、同社を子会社化することを決議しました。

（１）企業結合の概要

①被取得企業の概要

被取得企業の名称　　株式会社アモティ

事業の内容         古物の売買

②企業結合を行った主な理由

当社は、2026年2月25日付け「株式会社アモティとの資本業務提携に向けた基本合意書締結に関するお知らせ」

にて公表したとおり、アモティ社と資本業務提携に向けた基本合意書を締結し、その後、金（ゴールド）の取得

及び運用に関する協業を内容とする資本業務提携締結に向けてデューデリジェンスを実施してまいりました。

アモティ社は、貴金属等の買い取り店舗を東京都内を中心に 20 店舗を運営し、貴金属等のリユース事業を営

んでおります。同社の貴金属売買に関する知見と当社の資金力を活用した事業拡大のための協業について検討を

進めた結果、アモティ社の有する貴金属の売買事業における実績と専門性を、当社グループにおける新規収益源

の確保および事業ポートフォリオの多様化に資すべく、同社の子会社を検討し、以下の効果が期待できると判断

いたしました。

・当社グループの経営資源を活用したアモティ社の事業拡大。（資金調達力の強化、人材の投入等）

・連結子会社化により、当社グループとしての経営管理体制を明確化、連結ベースでの業績管理及び内部統制の

適正化を行うことにより、アモティ社の経営判断の迅速化、内部管理体制の高度化が図られ、中長期的な成長

戦略の推進が可能となる。

これらを踏まえ、当初検討していた資本業務提携にとどまらず、より一体的かつ機動的な運営を可能とするた

めには子会社化が最適であると判断し、本株式取得を決定いたしました。

なお、本件においては、アモティ社の経営者である矢嶋氏の事業運営に関する知見、取引先との関係性、経営

への関与を引き続き活かすことが重要であると判断し、協議の結果、過半数取得による子会社化にとどめており

ます。

当社としては、経営の意思決定に必要な支配権を確保しつつ、現経営陣のモチベーション及び事業推進力を最

大限活かすことが、企業価値向上に資すると判断しております。

③株式取得日

2026年５月11日

④企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

⑤結合後企業の名称

変更はありません。

⑥取得した議決権比率

54.98％

⑦取得企業を決定するに至った根拠

当社が現金を対価として株式を取得することによります。

（２）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価（現金） 120百万円

取得原価 120百万円
 

（３）主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー等に対する報酬・手数料等　７百万円
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（４）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

（５）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

令和８年５月14日

株式会社fantasista

取締役会  御中

 

監 査 法 人 ア リ ア

東 京 都 港 区
 

 

代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士 山中　康之  
 

 

代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士 吉澤　将弘  
 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

fantasistaの令和７年10月１日から令和８年９月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（令和７年10月１日か

ら令和８年３月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、株式会社fantasista及び連結子会社の令和８年３月31日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行っ

た。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫

理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結

論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間

連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切

でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の

結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場

合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　　上
 

(注)１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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